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一
　
研
究
史
と
問
題
の
所
在

　
一
般
的
に
、「
共
和
国
」
と
は
、
世
襲
君
主
や
選
挙
に
よ
る
君
主

以
外
の
個
人
あ
る
い
は
集
団
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
政
治
形
態
を

採
っ
て
い
る
国
家
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
共
和
国
」
の

定
義
に
対
し
、「
君
主
の
い
る
共
和
国 ( m

onarchical republic)

」

と
い
う
逆
説
的
な
問
題
提
起
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
共
和
主
義
研
究

の
深
化
の
切
っ
掛
け
を
つ
く
っ
た
の
が
パ
ト
リ
ッ
ク
・
コ
リ
ン
ソ

ン
で
あ
っ
た
（
１
）

。
即
ち
、
彼
は
エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
時
代
の
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
に
お
け
る
「
共
和
主
義
の
よ
う
な
様
式 ( quasi-republican 

m
odes)

」
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
同
時
代
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

を
「
君
主
の
い
る
共
和
国
」
と
み
な
し
た
の
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
コ

リ
ン
ソ
ン
は
、「
継
続
的
で
首
尾
一
貫
し
た
共
和
主
義
運
動
」
に
つ

い
て
論
じ
て
い
る
訳
で
は
な
い
し
、
い
わ
ば
立
憲
君
主
政
の
端
緒
を

エ
リ
ザ
ベ
ス
期
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
見
出
し
て
い
る
訳
で
も
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
彼
は
、理
論
面
で
は
特
に「
一
六
世
紀
初
頭
の
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
の
遺
産
」
に
、
実
践
面
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
の
エ
リ
ザ

ベ
ス
暗
殺
計
画
に
対
抗
す
る
た
め
、
一
五
八
五
年
に
バ
ー
リ
卿
ウ
ィ

　
論
文

　「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
書
簡
」
と
一
六
世
紀
末
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
主
教
制
度

を
巡
る
論
争
　
　
　

山
　
根
　
明
　
大

キ
ー
ワ
ー
ド

　
マ
ー
プ
レ
リ
ト
書
簡
　
主
教
制
度
　
長
老
制
度
　（
反
）
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
　
政
教
分
離
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「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
書
簡
」
と
一
六
世
紀
末
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
主
教
制
度
を
巡
る
論
争
（
山
根
）

リ
ア
ム
・
セ
シ
ル ( Cecil, W

illiam
, Lord Burghley, 1520-

98) 
が
作
成
し
た
「
連
合
盟
約 ( Bond of Association)

」
の
草

案
（
２
）
、
あ
る
い
は
一
五
九
〇
年
代
に
バ
ー
ク
シ
ァ
の
ス
ワ
ロ
ー
フ
ィ
ー

ル
ド
の
人
里
離
れ
た
村
落
で
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
が
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
に
言
及
し
な
が
ら
、「
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
の
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
は
た
ま
た
ま
君
主
国
で
も
あ
っ
た
共
和
国 ( a republic w

hich 
happened also to be a m

onarchy) 

だ
っ
た
（
３
）
」
と
主
張
し
て
い

る
。
コ
リ
ン
ソ
ン
に
よ
る
と
、
社
会
の
上
層
・
下
層
に
関
ら
ず
、
当

時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
「
最
も
異
常
な
政
局
で
さ
え
、
機
知
に
富
ん

だ
方
法
で
、
ま
た
聡
明
に
」
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
意
味
で
、「
最
盛
期
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
社
会
の
政
治

的
洗
練 ( political sophistication) 

と
政
治
的
能
力 ( political 

capacity) 

の
両
方
を
、
過
小
評
価
し
な
い
よ
う
に
」
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
コ
リ
ン
ソ
ン
の
「
君
主
の
い
る
共
和
国
」
と
い
う

解
釈
は
、
テ
ュ
ー
ダ
ー
朝
か
ら
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
に
か
け
て
の
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
の
「
共
和
主
義
の
よ
う
な
様
式
」
に
対
す
る
研
究
者
た
ち

の
関
心
を 

高
め
、
様
々
な
議
論
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
と

り
わ
け
、
二
〇
〇
七
年
に
出
版
さ
れ
た
論
文
集
『
近
世
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
の
君
主
の
い
る
共
和
国
（
４
）

』
は
こ
う
し
た
議
論
の
集
大
成
と
言
え
よ

う
。
こ
の
論
文
集
に
は
（
コ
リ
ン
ソ
ン
の
議
論
に
批
判
的
な
も
の
も

含
め
）
一
五
三
〇
年
代
か
ら
一
六
四
〇
年
代
の
「
君
主
の
い
る
共
和

国
」
に
関
す
る
一
三
の
論
文
が
寄
稿
さ
れ
、
後
書
き
で
コ
リ
ン
ソ
ン

自
身
が
そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
に
応
答
す
る
と
い
う
形
式
を
採
っ
て
い

る
。
例
え
ば
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ア
ル
フ
ォ
ー
ド
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

セ
シ
ル
が
王
位
継
承
に
つ
い
て
の
法
案
の
た
め
、
一
五
六
三
年
に
作

成
し
た
条
項
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
こ
の
時
点
で
、
セ
シ
ル
が
既
に

（
先
述
の
一
五
八
五
年
の
草
案
の
よ
う
な
）
共
和
主
義
的
思
考
を
保

持
し
て
い
た
、
と
主
張
し
て
い
る
。「
君
主
の
い
る
共
和
国
」
の
起

源
を
、
コ
リ
ン
ソ
ン
が
想
定
し
た
よ
り
も
早
い
時
期
に
求
め
る
と
い

う
意
味
で
は
、
デ
イ
ル
・
ホ
ー
ク
の
論
文
も
ア
ル
フ
ォ
ー
ド
の
論
文

と
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
言
え
る
。
即
ち
、
ホ
ー
ク
は
、
摂
政
サ
マ

セ
ッ
ト
公 ( Seym

our, Edw
ard, Earl of H

ertford, 1st D
uke 

of Som
erset, 1506?-52) 

の
主
導
で
行
わ
れ
た
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
合
同
の
た
め
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
セ
シ
ル
ら
の

プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
活
動
を（
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
議
会
を
通
じ
た
宗
教
改
革
、

も
し
く
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
化
政
策
と
い
う
文
脈
の
中
で
）
取
り
上

げ
る
こ
と
に
よ
り
、エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
期
の
「
君
主
の
い
る
共
和
国
」

を
主
張
し
た
の
だ
っ
た
。

　
コ
リ
ン
ソ
ン
が
ス
ワ
ロ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
の
小
村
の
タ
ウ
ン
ミ
ー

テ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、「
君
主
の
い
る
共
和

国
」
は
地
方
史
研
究
に
も
適
用
可
能
な
概
念
で
あ
り
、
Ｅ
・
Ｈ
・
シ
ェ

イ
ガ
ン
は
一
五
四
〇
年
の
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ァ
の
バ
ー
フ
ォ
ー
ド

の
徴
税
を
巡
る
役
人
と
住
民
た
ち
の
対
立
な
ど
の
事
例
を
取
り
上
げ
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な
が
ら
、
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
地
方
自
治
の
進
展
を
指

摘
し
て
い
る
。
シ
ェ
イ
ガ
ン
に
よ
る
と
、
こ
う
し
た
地
方
自
治
の
進

展
の
一
方
で
、（
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
セ
シ
ル
の
よ
う
な
）
中
央
の
人
文

主
義
的
な
教
育
を
受
け
た
政
治
エ
リ
ー
ト
た
ち
は
中
央
集
権
化
を
志

向
し
て
い
た
た
め
、
彼
ら
は
地
方
自
治
を
抑
圧
し
よ
う
と
し
、
中
央

と
地
方
の
軋
轢
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
論
じ
て
い
る
（
５
）
。

　
ま
た
『
近
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
君
主
の
い
る
共
和
国
』
に
は
、
歴

史
学
の
み
な
ら
ず
、
英
文
学
の
観
点
か
ら
コ
リ
ン
ソ
ン
の
「
君
主
の

い
る
共
和
国
」に
迫
っ
た
論
文
が
幾
つ
か
含
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
作
品
の
中
に
共
和
主
義
的
な
要
素
を
見
出
し
た
研

究
（
６
）

で
知
ら
れ
る
、
ア
ン
ド
ル
ー
・
ハ
ド
フ
ィ
ー
ル
ド
は
こ
の
論
文
集

の
中
で
、
一
五
九
〇
年
代
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
、
シ
ェ
イ
ク

ス
ピ
ア
の
第
一
・
四
部
作
（
即
ち
、『
ヘ
ン
リ
六
世
』
第
一
部
・
第
二

部
・
第
三
部
と
『
リ
チ
ャ
ー
ド
三
世
』）
の
持
つ
重
要
性
に
つ
い
て

論
じ
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
女
王
エ
リ
ザ
ベ
ス
が
継
嗣
の
な
い

ま
ま
亡
く
な
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
位
継
承
を
巡
る
内
乱
勃
発
の
危

険
性
が
高
ま
っ
て
い
た
の
だ
が
、
ヘ
ン
リ
六
世
の
脆
弱
な
王
権
に
つ

け
込
み
、
自
ら
の
王
位
継
承
権
や
利
権
を
主
張
し
て
薔
薇
戦
争
と
い

う
内
乱
を
引
き
起
こ
し
た
有
力
貴
族
た
ち
、そ
し
て
、僭
主
リ
チ
ャ
ー

ド
三
世
の
即
位
を
描
い
た
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
作
品
は
、
当
時
の
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
人
に
と
っ
て
か
な
り
の
説
得
力
を
持
っ
て
い
た
。
と
り
わ

け
、
ハ
ド
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
第
一
・
四
部
作
を
、

共
和
政
末
期
の
ロ
ー
マ
の
内
乱
と
独
裁
者
カ
エ
サ
ル
の
登
場
を
描
い

た
ル
カ
ヌ
ス
（Lucanus, M

arcus Annaeus, 39-65

） 

の
『
フ
ァ

ル
サ
リ
ア ( Pharsalia)

』
の
歴
史
叙
述
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、『
近
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
君
主
の
い
る
共
和

国
』
に
は
、
コ
リ
ン
ソ
ン
の
議
論
を
補
足
す
る
諸
々
の
論
文
が
収

録
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
ピ
ー
タ
・
レ
イ
ク
は
彼
の
議
論
に
対
し

て
よ
り
懐
疑
的
で
あ
る
（
７
）
。
レ
イ
ク
は
、
管
区
に
お
け
る
聖
書
釈
義

集
会 ( prophesyings) 

の
全
面
禁
止
の
命
令
を
拒
否
し
た
た
め
、

一
五
七
七
年
に
職
務
停
止
の
処
分
を
受
け
た
カ
ン
タ
ベ
リ
大
主
教
エ

ド
マ
ン
ド
・
グ
リ
ン
ダ
ル ( G

rindal, Edm
und, c.1519-1583) 

の
事
例
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
こ
の
時
期
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
「
君

主
の
い
る
共
和
国
」と
呼
ぶ
こ
と
に
は
慎
重
な
立
場
を
示
し
て
い
る
。

即
ち
、
レ
イ
ク
は
一
五
六
〇
年
代
後
半
以
降
の
「
君
主
の
い
る
共
和

国
」
の
兆
候
を
認
識
し
つ
つ
も
、
一
五
九
〇
年
代
に
は
長
老
主
義
に

対
抗
す
べ
く
、王
権
の
至
上
性
を
謳
っ
た
権
威
主
義
的
な「
反
ピ
ュ
ー

リ
タ
ニ
ズ
ム ( anti-Puritanism

)

」
が
主
流
に
な
っ
た
と
主
張
し

て
い
る
。
レ
イ
ク
に
よ
る
と
、
グ
リ
ン
ダ
ル
は
、
聖
書
が
何
を
意
味

し
て
い
る
の
か
を
決
め
る
の
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
の
聖
職
者
た

ち
（
こ
こ
で
は
主
教
と
牧
師
）
の
任
務
で
あ
り
、
女
王
エ
リ
ザ
ベ
ス

は
聖
書
釈
義
集
会
で
決
議
さ
れ
た
聖
職
者
た
ち
の
「
助
言
」
に
耳
を

傾
け
、
そ
れ
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
い
た
（
８
）
。
こ
れ
に
対

し
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
は
『
国
教
会
祈
祷
書 ( Prayer B

ook)

』
と
『
説
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教
集 ( H

om
ilies)

』
を
重
視
し
、
教
区 ( parish) 

を
ベ
ー
ス
と
し

た
教
会
し
か
容
認
し
て
お
ら
ず
、
国
教
会
の
主
教
は
女
王
の
意
思
を

伝
え
、教
会
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
の
代
理
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

そ
の
意
味
で
、
女
王
に
と
っ
て
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
た
ち
（
と
り
わ
け
、

彼
ら
の
聖
書
釈
義
集
会
）
は
国
教
会
体
制
を
動
揺
さ
せ
、
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
に
宗
教
的
分
断
を
も
た
ら
す
危
険
因
子
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

エ
リ
ザ
ベ
ス
の
宗
教
的
意
図
を
汲
み
取
っ
た
ジ
ョ
ン
・
ホ
イ
ッ
ト
ギ

フ
ト ( W

hitgift, John, 1530-1604) 

が
、
死
去
し
た
グ
リ
ン
ダ

ル
に
代
わ
っ
て
カ
ン
タ
ベ
リ
大
主
教
の
座
に
就
い
て
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン

（
あ
る
い
は
長
老
主
義
者
）
を
弾
圧
し
、
一
六
世
紀
末
の
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
に
「
反
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
」
が
定
着
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
レ
イ
ク
は
こ
う
し
た
「
反
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
」
の
高
揚

の
た
め
、
一
五
九
〇
年
代
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
「
君
主
の
い
る
共
和

国
」
が
円
滑
に
機
能
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
レ
イ
ク
の
議
論
は
、
近
世
（
特
に
一
六
世
紀
末
）

の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
「
君
主
の
い
る
共
和
国
」
と
は
異
な
る
主
要
な

思
潮
が
存
在
し
た
こ
と
、
あ
る
い
は
「
君
主
の
い
る
共
和
国
」
が
そ

う
し
た
別
の
思
潮
（
対
抗
的
な
も
の
で
あ
れ
、
親
和
的
な
も
の
で
あ

れ
）の
影
響
を
強
く
受
け
な
が
ら
変
容
し
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
た
、

と
い
う
点
で
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
レ
イ
ク
が

一
六
世
紀
末
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
歴
史
を
「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
」

対
「
反
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
、
単
純
な
二
項
対
立
の
構
図

で
捉
え
て
い
る
感
は
否
め
な
い
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、一
六
世
紀
末
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
国
教
会（
と

り
わ
け
、
国
教
会
の
主
教
制
度
）
を
痛
烈
に
批
判
し
た
一
連
の
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
書
簡
」
と
、
そ
れ
に
対
す
る
国
教
会
側

の
反
論
に
つ
い
て
検
証
す
る
こ
と
で
、
必
ず
し
も
レ
イ
ク
の
よ
う
な

二
項
対
立
の
構
図
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
、「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ

ム
」
と
「
反
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
」
の
同
質
性
に
つ
い
て
考
察
し
て

い
く
。「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
書
簡
」
あ
る
い
は
「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
論
争
」

を
取
り
上
げ
た
先
行
研
究
（
こ
れ
ら
の
研
究
に
つ
い
て
は
本
稿
・
註

15
を
参
照
）
は
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
が
、「
論
争
」
と
呼
ば
れ
て

い
る
割
に
は
、
研
究
の
多
く
は
同
書
簡
の
テ
ク
ス
ト
分
析
が
中
心
で

あ
り
、
論
争
相
手
の
国
教
会
側
の
言
説
と
の
比
較
が
十
分
に
為
さ
れ

て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
言
説
の
比
較

と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
る
こ
と
で
、「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
論
争
」
の

双
方
向
的
な
解
釈
を
試
み
た
い
。

二
　
エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
期
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
「
マ
ー
プ

　
レ
リ
ト
書
簡
」

　
こ
こ
ま
で
、
如
何
な
る
説
明
も
す
る
こ
と
な
く
「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ

ズ
ム
」
と
い
う
語
を
用
い
て
き
た
が
、
こ
の
用
語
は
様
々
な
意
味
を

持
ち
、論
者
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
定
義
が
為
さ
れ
て
き
た
、
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と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
例
え
ば
、
一
般
的
に
、
ピ
ュ
ー

リ
タ
ニ
ズ
ム
を
奉
ず
る
者
た
ち
は
聖
書
に
従
っ
て
教
会
の
よ
り
一

層
の
「
純
化
」
を
目
指
し
た
、
あ
る
い
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
的
な

立
場
か
ら
教
会
の
国
家
か
ら
の
独
立
を
主
張
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
そ
の
他
の
宗
教
（
特
に
ア
ン
グ
リ
カ
ニ
ズ
ム 

( Anglicanism
)

）
を
分
か
つ
も
の
は
、
こ
う
し
た
神
学
的
差
異
の

み
な
ら
ず
、
各
々
の
宗
教
を
信
奉
す
る
人
間
の
社
会
的
差
異
で
あ
っ

た
と
も
言
え
る
が
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
ア
ン
グ
リ
カ
ニ
ズ
ム
に

関
す
る
限
り
、
両
者
の
間
に
教
会
の
「
改
革
」
を
巡
る
宗
教
上
の
差

異
が
あ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
は

エ
リ
ザ
ベ
ス
に
よ
る
宗
教
改
革
を
不
徹
底
と
し
、
国
教
会
内
部
で
の

更
な
る
「
改
革
」
を
目
指
し
た
と
い
う
見
方
は
、
比
較
的
広
く
受
け

入
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。言
い
換
え
る
な
ら
ば
、ピ
ュ
ー

リ
タ
ニ
ズ
ム
と
ア
ン
グ
リ
カ
ニ
ズ
ム
の
境
界
は
曖
昧
で
あ
り
、
こ
れ

ら
の
用
語
は
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
の
国
教
会
体
制
の
確
立
か
ら
一
七
世
紀

半
ば
の
「
内
戦 ( Civil W
ar)

」
に
至
る
、
複
雑
な
イ
ギ
リ
ス
教
会

史
を
説
明
す
る
た
め
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
（
９
）
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時

期
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
を
単
一
の
宗
教
と
み
な
す
こ
と
に
つ
い
て

は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
で
は
、
特
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

国
教
会
の
「
改
革
」
の
一
環
と
し
て
、
主
教
制
度
の
廃
止
も
し
く
は

長
老
制
度
の
導
入
を
主
張
し
た
人
々
を
「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
」
と
呼
ぶ

こ
と
に
す
る
。

　
後
の
カ
ン
タ
ベ
リ
大
主
教
ジ
ョ
ン
・
ホ
イ
ッ
ト
ギ
フ
ト
に
よ
る
、

ジ
ョ
ン
・
フ
ィ
ー
ル
ド ( Field, John, 1545-88) 

や
ト
マ
ス
・
ウ
ィ

ル
コ
ッ
ク
ス ( W

ilcox, Thom
as, c.1549-1608) 

や
ト
マ
ス
・

カ
ー
ト
ラ
イ
ト ( C

artw
right, Thom

as, 1535-1603) 

ら
に
対

す
る
攻
撃
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
五
七
〇
年
代
初
頭
ま
で
に
は
、

ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
活
性
化
と
そ
れ
に
伴
う
反
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ

ム
の
醸
成
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
進
行
し
て
い
た
。
政
治
理
論
と
そ
の

実
践
と
い
う
面
で
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
は
カ
ー
ト
ラ
イ
ト
の
「
混

合
政
体
」
論
が
示
す
如
く
、
教
会
と
国
家
の
権
力
を
「
人
民 ( the 

people)

」
に
委
譲
し
よ
う
と
し
た
と
さ
れ
る）
（1
（

。
こ
う
し
た
「
民
衆

性 ( popularity)

」
を
保
持
し
た
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
政
治
理
論

は
、
ホ
イ
ッ
ト
ギ
フ
ト
ら
国
教
会
側
の
人
間
の
目
に
は
ア
ナ
ー
キ
ー

な
も
の
に
映
り
、
彼
ら
は
こ
れ
に
対
抗
す
べ
く
王
権
の
至
上
性
を

謳
っ
た
政
治
理
論
を
提
示
し
た
の
で
あ
る）
（（
（

。

　
と
り
わ
け
、
一
五
八
八
年
と
い
う
時
期
は
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
に

と
っ
て
大
き
な
転
換
点
で
あ
っ
た
。
同
年
の
ス
ペ
イ
ン
無
敵
艦
隊
の

撃
退
に
よ
っ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
脅
威
が
軽

減
さ
れ
た
結
果
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
が
主
た
る
宗
教
的
弾
圧
の
対

象
と
な
っ
た
、
と
い
う
の
は
些
か
極
端
な
説
明
で
あ
ろ
う
が
、
少
な

く
と
も
こ
の
年
に
最
大
の
パ
ト
ロ
ン
だ
っ
た
レ
ス
タ
伯
ロ
バ
ー
ト
・

ダ
ド
リ( D

udley, Robert, 1st Earl of Leicester, 1533-88) 

が
死
去
し
た
の
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
と
っ
て
大
き
な
痛
手
で
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あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う）
（1
（

。
レ
ス
タ
伯
の
後
援
は
穏
健
派
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン

の
エ
ド
マ
ン
ド
・
グ
リ
ン
ダ
ル
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
急

進
的
な
長
老
主
義
者
の
ジ
ョ
ン
・
フ
ィ
ー
ル
ド
に
も
及
ん
で
い
た
。

伯
の
死
を
以
て
、ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
は
そ
の
政
治
的
足
場
を
失
い
、

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
運
動
が
下
火
に
な
っ
た
と
言
う
こ
と
は
で
き
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
宗
教
と
し
て
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム

そ
の
も
の
の
衰
退
を
意
味
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
信
奉
者
た
ち
は
長
老

主
義
に
依
拠
し
た
「
改
革
」
の
実
現
に
総
力
を
結
集
し
た
の
だ
っ
た
。

一
五
八
八
年
一
〇
月
以
降
の
「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
書
簡
」
と
呼
ば
れ
る

一
連
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
群
の
出
現
は
、
正
に
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の

こ
う
し
た
試
み
の
産
物
だ
と
言
え
る
。

　
こ
の
「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
書
簡
」
は
文
字
通
り
、「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
」

と
い
う
名
の
下
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
を

激
し
く
誹
謗
・
中
傷
す
る
も
の
で
あ
っ
た）
（1
（

。恐
ら
く「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
」

は
偽
名
で
あ
り
、
複
数
の
人
間
が
関
与
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る

が
、
そ
の
正
体
は
は
っ
き
り
と
し
て
い
な
い）
（1
（

。
ホ
イ
ッ
ト
ギ
フ
ト
を

中
心
と
す
る
国
教
会
側
は
、「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
書
簡
」
の
執
筆
・
印

刷
・
流
布
に
関
っ
た
と
目
さ
れ
る
者
た
ち
の
逮
捕
に
乗
り
出
し
て
こ

れ
を
弾
圧
す
る
と
と
も
に
、
同
書
簡
に
よ
る
誹
謗
・
中
傷
に
対
す
る

返
答
を
行
っ
た
。
と
い
う
の
も
、「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
書
簡
」
を
巡
る

論
争
は
教
会
と
い
う
領
域
を
越
え
、
よ
り
広
範
な
場
所
で
展
開
さ
れ

て
い
た
か
ら
で
あ
る）
（1
（

。
そ
の
よ
う
な
中
、
一
五
九
三
年
に
非
国
教
徒

の
ウ
ェ
ー
ル
ズ
人
、
ジ
ョ
ン
・
ペ
ン
リ ( Penry, John, 1562/63-

93) 

が
「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
書
簡
」
の
著
者
と
し
て
処
刑
さ
れ
、
一
連

の
論
戦
は
収
束
に
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　
ペ
ン
リ
は
ウ
ェ
ー
ル
ズ
に
お
け
る
根
強
い
カ
ト
リ
ッ
ク
的
傾
向
に

不
満
を
抱
き
、
よ
り
徹
底
し
た
説
教
の
必
要
性
を
主
張
す
る
と
と
も

に
、
旧
約
聖
書
の
ウ
ェ
ー
ル
ズ
語
へ
の
翻
訳
（
新
約
聖
書
の
ウ
ェ
ー

ル
ズ
語
へ
の
翻
訳
は
一
五
六
七
年
に
既
に
行
わ
れ
て
お
り
、
旧
約
聖

書
の
ウ
ェ
ー
ル
ズ
語
訳
も
一
五
八
八
年
に
登
場
す
る
こ
と
に
な
っ

た
）
を
要
求
し
た）
（1
（

。
ま
た
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
主
教
座
聖
堂
参
事
会
首

席
司
祭
の
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ッ
ジ
ズ ( Bridges, John, 1536-1618) 

は
、
聖
書
で
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
が
歴
史
的
慣
行
と
し
て
成
立
し

た
も
の
と
し
て
主
教
制
度
を
擁
護
し
た
の
だ
が）
（1
（

、
聖
書
を
重
視
す
る

ペ
ン
リ
の
よ
う
な
「
改
革
者
」
た
ち
に
と
っ
て
こ
う
し
た
議
論
は

受
け
入
れ
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
書
簡
」
は
、
ブ

リ
ッ
ジ
ズ
の
こ
の
よ
う
な
主
張
に
反
論
す
る
た
め
に
著
さ
れ
た
と
言

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
ブ
リ
ッ
ジ
ズ
に
対
す
る
反
論
の
中

で
、「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
書
簡
」
が
強
調
し
た
の
は
次
の
よ
う
な
点
で

あ
っ
た
。
即
ち
、
新
約
聖
書
に
定
め
ら
れ
て
い
る
教
会
の
あ
り
方
は

不
変
の
も
の
で
あ
り
、
特
に
教
会
は
「
牧
師 ( pastors)

」・「
博
士 

( docto r
）
（1
（s)

」・「
長
老 ( elders)

」・「
執
事 ( deacons)

」
と
い
う
四

つ
の
聖
職
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
主

教
や
司
祭
と
い
っ
た
権
威
主
義
的
な
階
級
は
不
要
で
あ
り
、
上
記
の
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四
つ
の
聖
職
に
就
い
た
者
た
ち
が
聖
奠
な
ど
を
執
り
行
う
責
務
を
負

う
と
さ
れ
る
（
た
だ
し
、
世
俗
の
統
治
に
は
関
与
す
べ
き
で
な
い
と

さ
れ
て
い
る
）。

三
　「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
書
簡
」
に
お
け
る
国
教
会
批
判

　
数
あ
る
「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
書
簡
」
の
中
で
も
、
特
に
一
五
八
八
年

末
に
出
版
さ
れ
た
最
初
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
『
嗚
呼
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ッ

ジ
ズ
博
士
の
価
値
あ
る
著
作
を
読
み
給
え
』
は
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
明

示
す
る
よ
う
に
、
前
述
の
ブ
リ
ッ
ジ
ズ
の
主
張
に
抗
し
て
、
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
国
教
会
の
主
教
制
度
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。（
正
体

不
明
の
）
著
者
自
身
が
「
よ
ほ
ど
弱
り
切
っ
た
馬
で
な
い
限
り
運
搬

可
能
な････

携
帯
用
の
書
物 ( a portable book
）
（1
（e) 
」
と
ユ
ー
モ

ア
た
っ
ぷ
り
に
自
慢
し
て
い
る
如
く
、
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
婉

曲
的
な
長
文
の
ブ
リ
ッ
ジ
ズ
の
著
作
と
は
異
な
り
、「
平
易
な
英
語 

( plain English)

」
で
簡
潔
に
書
か
れ
て
い
る）
11
（

。
こ
う
し
た
文
体
の

志
向
は
、
キ
ケ
ロ
主
義
の
雄
弁
な
ラ
テ
ン
語
か
ら
近
代
英
語
の
成
立

へ
、
と
い
う
言
語
に
関
す
る
意
識
の
変
化
を
示
す
も
の
と
言
え
る）
1（
（

。

　
ま
ず
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
著
者
は
、
カ
ン
タ
ベ
リ
大
主
教
ジ
ョ

ン
・
ホ
イ
ッ
ト
ギ
フ
ト
、
ロ
ン
ド
ン
主
教
ジ
ョ
ン
・
エ
イ
ル
マ 

( Aylm
er, John, 1521-94)

、
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
主
教
ト
マ
ス
・

ク
ー
パ
ー ( Cooper, Thom

as, 1517?-94)

、
リ
ン
カ
ン
主
教
ウ
ィ

リ
ア
ム
・
ウ
ィ
ッ
カ
ム ( W

ickham
, W

illiam
, 1539-95) 

の
四

人
の
名
前
を
列
挙
し）
11
（

、
次
の
よ
う
に
彼
ら
を
非
難
し
て
い
る
。

我
が
願
い
は
、貴
僧
ら
の
御
地
位
が
如
何
な
る
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス ( C

hristian Com
m

onw
ealth) 

に
お
い

て
も
許
容
さ
れ
る
も
の
か
否
か
、
と
い
う
こ
と
を
検
証
す
る
こ

と
で
あ
る
。
私
は
言
お
う
、
許
容
さ
れ
な
い
と
。
ま
た
私
は
言

お
う
、
カ
ン
タ
ベ
リ
の
ジ
ョ
ン
ら
は
そ
の
御
地
位
を
退
く
べ
き

だ
と
。
大
主
教
は
皆
小
さ
き
教
皇 ( a petty Pope) 

で
あ
り
、

主
教
も
ま
た
然
り
。貴
僧
ら
は
ご
自
身
の
こ
と
し
か
頭
に
な
い
、

拝
金
主
義
者
か
飢
え
た
狼
か ( hirelings or w

olues)

。
仮
に

敢
え
て
私
に
反
論
な
さ
る
ご
気
概
を
お
持
ち
な
ら
ば
、
そ
れ
を

示
し
給
え
。
さ
も
な
く
ば
、
我
が
同
胞
・
子
孫
は
い
つ
か
き
っ

と
貴
僧
ら
の
没
落
を
目
に
す
る
こ
と
に
な
ろ
う）
11
（

。

　
こ
こ
で
は
、
前
記
の
四
人
を
中
心
と
す
る
国
教
会
の
大
主
教
と
主

教
の
堕
落
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
お
り
、イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
い
う「
ク

リ
ス
チ
ャ
ン
・
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス）
11
（

」（
こ
こ
で
は
、「
教
会
」
と
「
国

家
」
と
い
う
意
味
で
捉
え
て
も
良
い
だ
ろ
う
）
に
お
い
て
こ
の
よ
う

な
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
著
者

は
大
主
教
と
主
教
を
「
小
さ
き
教
皇
」、
即
ち
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ

ク
の
手
先
と
呼
び
な
が
ら
、
か
な
り
挑
発
的
な
ト
ー
ン
で
彼
ら
の
堕



－  54  －－  55  －

「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
書
簡
」
と
一
六
世
紀
末
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
主
教
制
度
を
巡
る
論
争
（
山
根
）

落
を
厳
し
く
糾
弾
し
て
い
る
。
こ
こ
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
に
お
け
る
主
た
る
攻
撃
の
対
象
は（
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ

ク
は
言
う
に
及
ば
ず
）
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
の
大
主
教
な
ら
び
に

主
教
で
あ
っ
た
の
だ
が）
11
（

、
こ
う
し
た
攻
撃
は
彼
ら
各
々
の
堕
落
し
た

個
性
と
い
う
よ
り
は
、
国
教
会
の
主
教
制
度
そ
の
も
の
に
向
け
ら
れ

て
い
る
と
言
え
る
。

　
と
り
わ
け
、
著
者
は
政
教
分
離
と
い
っ
た
立
場
か
ら
、
主
教
制
度

を
廃
し
て
長
老
制
度
を
確
立
す
べ
き
こ
と
を
力
説
し
て
い
る
。
例
え

ば
、
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
著
者
は
ペ
テ
ロ
に
依
拠
し
な
が
ら
、「
国

家
の
統
治 ( the ciuill gouernem

ent) 
は
人
間
が
司
る
」
も
の
で

あ
る
と
述
べ
る
一
方
、教
会
は
キ
リ
ス
ト
が
定
め
た
「
牧
師
」
と
「
博

士
」
と
い
う
二
つ
の
聖
職
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
と
し
て
い
る）
11
（

。
た

だ
し
、「
教
会
の
統
治 ( the Church gouernm

ent)
」
も
ま
た
人

間
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
が
故
に
、「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
お
け
る

国
家
の
官
吏 ( ciuill officers) 

と
同
じ
く
ら
い
多
く
の
種
類
の
聖

職
者 ( m

inisters) 

が
教
会
に
存
在
す
る
」
可
能
性
も
著
者
は
否
定

し
て
い
な
い）
11
（

。
と
い
う
の
も
、「
国
家
の
統
治
」
も
「
教
会
の
統
治
」

も
「
神
の
御
言
葉
」、
即
ち
、
聖
書
で
維
持
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い

か
ら
で
あ
っ
た）
11
（

。
と
は
い
え
、
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
著
者
の
国
家

と
教
会
、あ
る
い
は
政
治
と
宗
教
に
対
す
る
考
え
は
明
確
で
あ
っ
た
。

著
者
は
、
キ
リ
ス
ト
が
自
ら
の
職
務
を
よ
く
心
得
て
お
り
、「
外
面

的
な
政
治 ( externe pollicies)

」
に
干
渉
し
た
り
、「
王
国
の
改
革
」

を
試
み
た
り
、「
王
位
の
簒
奪
」
を
企
て
た
り
し
よ
う
と
し
な
か
っ

た
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
宗
教
的
な
人
間
は
政
治
に
関

与
す
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る）
11
（

。
そ
し
て
、
著
者
は
そ
の
理

由
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

仮
に
こ
れ
ら
二
つ
の
官
職
、
つ
ま
り
、
教
会
の
も
の
と
国
家
の

も
の ( ecclesiasticall and ciuill) 

が
あ
ま
り
に
も
混
同
さ

れ
て
い
る
場
合
、
両
者
が
お
互
い
の
職
務
に
関
与
す
る
の
は
合

法
的
か
も
し
れ
な
い
が
、
決
し
て
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
安
寧
秩

序
が
も
た
ら
さ
れ
る
筈
は
な
い）
11
（

。

　
こ
こ
で
は
、イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
い
う
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」（
即
ち
、

「
公
共
の
利
益
」の
実
現
を
目
指
し
た
国
家
）を
維
持
す
る
た
め
に
は
、

国
家
と
教
会
の
区
別
が
十
分
に
為
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
こ

と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
政
教
分
離
の
理
論
は
主

教
制
度
を
批
判
す
る
際
に
援
用
さ
れ
て
い
る
。

　
即
ち
、
著
者
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
の
主
教
の
よ
う
な
、
説
教

の
た
め
に
任
じ
ら
れ
た
「
国
家
の
官
吏 ( ciuill gouernors)

」
の

是
非
を
問
い
掛
け
、
そ
れ
に
対
す
る
不
支
持
を
表
明
し
て
い
る）
1（
（

。
な

ぜ
な
ら
ば
、
著
者
に
よ
る
と
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
の
主
教
の
中

に
は
「
最
高
の
説
教
壇
破
壊
者 ( very great breakepulpits)

」

が
存
在
し
、「
説
教
に
お
い
て
驚
く
ほ
ど
未
熟 ( m

arueilous raw
e 
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gifts in preaching)

」
な
人
間
が
い
る
の
は
否
定
し
得
な
い
事
実

だ
か
ら
で
あ
る）
11
（

。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
主
教
は
ま
と
も
に
説
教
を

行
お
う
と
せ
ず
、却
っ
て
そ
の
無
能
さ
を
露
呈
し
な
い
で
済
む
た
め
、

あ
た
か
も
真
の
聖
職
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
信
じ
ら
れ
、
ま
る
で
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
人
が
聖
職
者
で
な
い
人
間
の
説
教
を
聞
き
入
れ
る
意
志

が
あ
る
か
の
よ
う
に
、「
国
家
の
官
吏
」
へ
の
抗
議
が
満
足
に
為
さ

れ
て
い
な
い
、
と
著
者
は
嘆
い
て
い
る）
11
（

。
要
す
る
に
、「
主
教
の
罪 

( Bishops sin)

」
は
、
彼
ら
が
「
国
家
の
官
吏
」
で
あ
る
と
分
か
っ

て
い
な
が
ら
聖
職
者
で
あ
ろ
う
と
す
る
、
あ
る
い
は
彼
ら
が
聖
職

者
で
あ
る
と
分
か
っ
て
い
な
が
ら
「
国
家
の
官
職 ( ciuil offices)

」

を
担
お
う
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
著
者
は
「
国
家
の
官
吏
」
は
決
し

て
聖
職
者
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
繰
り
返
し
て
い
る）
11
（

。

　
こ
の
よ
う
に
、
聖
職
者
が
主
教
と
い
う
「
国
家
の
官
吏
」
で
あ
る

場
合
、
そ
れ
は
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
と
っ
て
危
険
」
だ
と
い
う
点

で
、
著
者
は
論
敵
の
一
人
の
ジ
ョ
ン
・
エ
イ
ル
マ
に
賛
同
す
る
と
述

べ
て
い
る）
11
（

。
し
か
し
な
が
ら
著
者
は
、
エ
イ
ル
マ
が
こ
う
い
っ
た
政

教
分
離
の
主
張
に
も
拘
ら
ず
、
彼
自
身
が
ロ
ン
ド
ン
主
教
で
あ
っ
た

こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
皮
肉
っ
て
い
る
。

さ
て
同
胞
た
ち
よ
、
彼
自
身
が
主
教
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、

こ
の
学
識
あ
る
男
の
意
見
を
や
は
り
軽
ん
じ
て
は
な
ら
な
い
。

と
い
う
の
も
、
実
に
彼
が
こ
れ
ら
二
つ
〔
国
家
と
教
会
〕
の
官

職
を
結
合
さ
せ
て
以
降
、〔
政
治
と
宗
教
の
混
同
が
「
コ
モ
ン

ウ
ェ
ル
ス
」
に
と
っ
て
有
害
で
あ
る
と
い
う
〕
彼
自
身
の
主
張

が
彼
の
場
合
に
当
て
は
ま
る
こ
と
を
示
し
て
き
た
か
ら
。
彼
が

主
教
に
な
っ
て
此
の
方
、
彼
の
全
努
力
は
我
々
に
如
何
な
る
教

会
あ
る
い
は
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
安
寧
秩
序
も
も
た
ら
し
て
い

な
い
で
は
な
い
か
。
主
教
の
罪
と
は
彼
ら
が
国
家
の
官
吏
で
あ

る
こ
と
、
そ
し
て
彼
ら
は
主
教
で
あ
る
が
故
に
国
家
の
官
吏
で

あ
る
こ
と
だ
、
と
い
う
こ
と
が
今
や
は
っ
き
り
と
お
分
か
り
で

あ
れ
ば
と
思
う）
11
（

。

　
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
エ
イ
ル
マ
自
身
が
ロ
ン
ド
ン
主
教
と
な
る

こ
と
に
よ
っ
て
国
家
の
官
職
と
教
会
の
聖
職
を
混
同
さ
せ
、「
教
会

あ
る
い
は
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
安
寧
秩
序
」
を
損
ね
て
き
た
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
結
局
、
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
著
者
に
と
り
、

主
教
と
は
国
家
の
官
職
と
教
会
の
聖
職
を
兼
任
し
た
者
の
こ
と
で
あ

り
、
政
教
分
離
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
そ
し
て
何
よ
り
も
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
と
い
う
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
の
観
点
か
ら
も
、
主
教
制
度
は

到
底
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　「
改
革
」
に
は
比
較
的
慎
重
な
態
度
を
示
し
て
い
た
ピ
ュ
ー
リ
タ

ン
穏
健
派
の
ジ
ョ
ン
・
ユ
ー
ド
ル ( U

dall, John, 1560?-92) 

も

ま
た
、
政
教
分
離
と
い
っ
た
観
点
か
ら
主
教
制
度
を
批
判
（
も
し
く

は
長
老
制
度
を
擁
護
）
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
ユ
ー
ド
ル
は
問
答
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「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
書
簡
」
と
一
六
世
紀
末
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
主
教
制
度
を
巡
る
論
争
（
山
根
）

形
式
を
用
い
な
が
ら
、
長
老
制
度
が
永
続
的
に
採
用
さ
れ
る
べ
き
こ

と
を
説
い
て
い
る
。
例
え
ば
、
長
老
制
度
に
よ
っ
て
教
会
の
事
柄
に

お
け
る
君
主
権
が
奪
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
異
論
に

対
し
、
彼
は
長
老
制
度
と
は
別
に
、
長
老
の
同
意
を
得
た
上
で
君
主

が
教
会
の
統
治
を
監
視
す
る
の
で
、
ダ
ヴ
ィ
デ
の
時
代
や
現
在
（
即

ち
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世
）
ほ
ど
君
主
の
教
権
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
は

な
い
、
と
回
答
し
て
い
る）
11
（

。
ま
た
長
老
制
度
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
い

う
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
の
状
態
を
「
完
全
に
民
衆
的
な
も
の ( a 

m
eere popularitie)

」
へ
と
変
え
、「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
の
統

治
を
変
更
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
異
論
に
対
し
て

は
、
長
老
制
度
に
よ
っ
て
「
君
主
か
ら
小
役
人
に
至
る ( from

 the 
princes throne, to the office of the headborow

)

」
あ
ら
ゆ

る
行
政
官
に
害
が
及
ぶ
こ
と
は
な
く
、「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
の
如

何
な
る
も
の
も
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
回
答
し
て
い
る）
11
（

。

　
先
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
お
け
る
政
教
分
離
の
議
論
も
、
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
国
教
会
の
主
教
制
度
の
批
判
と
い
う
教
会
統
治
に
関
す
る
事
柄

に
重
点
が
置
か
れ
て
は
い
る
が
、
よ
り
世
俗
的
な
王
権
の
あ
り
方
に

つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。
特
に
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
著
者
は
、「
議

員
た
ち
は
そ
の
国
王
あ
る
い
は
女
王
に
抵
抗
す
べ
き
で
あ
る
」
と
主

張
す
る
こ
と
に
よ
り
、
世
俗
的
領
域
に
お
け
る
王
権
の
影
響
力
を
も

制
限
し
よ
う
と
し
て
い
る）
11
（

。
こ
の
著
者
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、

「
仮
に
議
会
が
そ
の
特
権 ( their priuiledges) 

を
用
い
る
と
す
る

と
、
国
王
は
議
会
な
し
に
何
事
も
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
の

で
あ
っ
て
、
国
王
が
議
会
を
無
視
し
て
物
事
を
決
定
し
た
場
合
、
そ

れ
は
国
王
が
議
会
の
特
権
を
侵
害
す
る
と
い
っ
た
過
ち
を
犯
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
議
会
が
そ
の
よ
う
な
事
態
を
見
過
ご
す
の

は
愚
行
以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た）
11
（

。
同
時
に
著
者
は
、
自
身
の
法

解
釈
で
は
ヘ
ン
リ
八
世
期
の
国
王
布
告
は
制
定
法
と
し
て
の
効
力
を

保
持
し
て
い
な
か
っ
た
と
述
べ
た
上
で
、
こ
の
時
期
の
議
会
を
国
王

に
対
す
る
「
抵
抗
」
を
実
践
し
た
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る）
1（
（

。

つ
ま
り
、
ヘ
ン
リ
八
世
期
以
降
、
議
会
に
よ
っ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
宗

教
改
革
が
も
た
ら
さ
れ
る
訳
だ
が
、
そ
の
際
に
議
員
た
ち
が
「
彼
ら

の
国
王
あ
る
い
は
女
王
の
御
意
向
に
背
き
」
な
が
ら
、「
神
の
御
栄

光
と
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
利
益
」
の
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
事
を
合
法
的

に
為
し
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
に
著
者
は
同
意
し
て
い
る）
11
（

。
言
い
換

え
る
な
ら
ば
、
著
者
は
宗
教
改
革
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
の
中
の
輝
か

し
い
出
来
事
と
し
て
描
く
と
と
も
に
、
そ
の
過
程
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

と
い
う
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
の
た
め
に
王
権
へ
の
「
抵
抗
」
を
実

践
し
た
議
会
を
称
賛
し
た
の
だ
っ
た
。

四
　「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
書
簡
」
の
反
響
と
国
教
会
側
の
反
撃

　
以
上
の
よ
う
な
「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
書
簡
」
は
様
々
な
社
会
的
領
域

で
大
き
な
反
響
を
呼
び
、
特
に
国
教
会
側
か
ら
の
強
烈
な
反
撃
を
受
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け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
一
五
八
九
年
二
月
に
大
法
官
ク
リ

ス
ト
フ
ァ
・
ハ
ッ
ト
ン ( H

atton, Sir Christopher, 1540-91) 

が
上
院
で
行
っ
た
議
会
演
説
は
、
愛
国
主
義
的
な
立
場
か
ら
国
外
の

カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
を
非
難
す
る
と
と
も
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会

の
更
な
る
「
改
革
」
を
求
め
る
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
た
ち
に
対
す
る
エ
リ

ザ
ベ
ス
の
嫌
悪
を
代
弁
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ハ
ッ
ト
ン
の
こ
の
議

会
演
説
に
よ
る
と
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
は
「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
書
簡
」
を
馬

鹿
げ
た
危
険
な
も
の
と
み
な
し
て
お
り
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の

支
持
者
た
ち
以
上
に
、
こ
う
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
出
版
し
た
者
た

ち
の
こ
と
を
憂
え
て
い
た）
11
（

。
ま
た
女
王
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
が

今
や
「
改
革
」
の
立
場
に
あ
る
こ
と
を
確
信
し
て
お
り
、（
カ
ト
リ
ッ

ク
で
あ
ろ
う
と
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
で
あ
ろ
う
と
）
不
満
分
子
を
抑
え

る
た
め
な
ら
と
も
か
く
、「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
書
簡
」
の
出
版
に
関
与

し
た
者
た
ち
は
必
要
以
上
に
宗
教
的
な
事
柄
に
干
渉
す
べ
き
で
な

か
っ
た
、
と
さ
れ
て
い
る）
11
（

。

　
一
方
、
ハ
ッ
ト
ン
の
議
会
演
説
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
セ
ン
ト
・
ポ
ー

ル
大
聖
堂
で
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
リ
チ
ャ
ー
ド
・
バ
ン
ク
ロ
フ
ト 

( Bancroft, Richard, 1544-1610)  

の
説
教
で
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ

ン
は
ア
リ
ウ
ス
派
や
ド
ナ
ト
ゥ
ス
派
や
再
洗
礼
派
の
よ
う
な
分
離
主

義
者
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
。
特
に
バ
ン
ク
ロ
フ
ト
は
、
ピ
ュ
ー

リ
タ
ニ
ズ
ム
が
得
体
の
知
れ
な
い
平
信
徒
た
ち
の
党
派
心
に
依
拠
し

て
い
る
こ
と
を
危
惧
す
る
と
と
も
に
、
主
教
制
度
を
通
じ
て
統
治
さ

れ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
よ
う
な
国
外

の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
教
会
と
は
大
き
く
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
力
説
し

て
い
る）
11
（

。
こ
の
よ
う
な
断
固
た
る
国
教
会
体
制
の
擁
護
が
声
高
に
叫

ば
れ
る
の
は
異
例
の
こ
と
で
あ
り
、
主
教
制
度
の
重
要
性
を
強
調
し

た
バ
ン
ク
ロ
フ
ト
の
こ
の
説
教
は
、
少
な
か
ら
ぬ
人
間
の
目
に
は
高

圧
的
で
教
条
主
義
的
な
も
の
と
し
て
映
り
、「
宗
教
の
事
柄
に
お
い

て
何
ら
資
す
る
も
の
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
災
厄
の
方
を
恐
れ
る
」

と
言
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た）
11
（

。

　
こ
う
し
た
反
マ
ー
プ
レ
リ
ト
主
義
は
、
舞
台
劇
や
イ
ン
タ
ー
ル
ー

ド
も
然
る
こ
と
な
が
ら
、
や
は
り
風
刺
的
な
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
か
ら
よ

り
シ
リ
ア
ス
な
大
著
に
至
る
出
版
物
に
お
い
て
顕
著
で
あ
っ
た）
11
（

。
こ

れ
ら
の
作
品
は
、「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
」
を
強
欲
で
狂
気
染
み
た
、
不

正
確
な
学
識
を
持
っ
た
人
物
と
し
て
描
き
、
国
家
と
教
会
の
全
権
力

を
覆
し
て
ド
イ
ツ
の
再
洗
礼
派
の
伝
統
に
倣
お
う
と
し
て
い
る
と
非

難
し
て
い
る
。
た
だ
し
、「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
書
簡
」
が
安
価
な
出
版

物
の
有
効
性
を
示
し
た
の
は
事
実
で
あ
り
、
反
マ
ー
プ
レ
リ
ト
主
義

者
た
ち
も
こ
の
戦
略
を
踏
襲
し
、
著
者
名
の
隠
匿
、「
平
易
な
英
語
」、

ユ
ー
モ
ア
に
富
ん
だ
風
刺
的
な
文
体
と
い
っ
た
手
法
を
学
ん
だ
の
で

あ
っ
た）
11
（

。「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
書
簡
」
の
中
で
標
的
の
一
人
と
さ
れ
た

ト
マ
ス
・
ク
ー
パ
ー
の
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
臣
民
へ
の
説
諭）
11
（

』
は
、
必

ず
し
も
こ
の
よ
う
な
手
法
を
用
い
て
は
い
な
い
が
、
問
答
形
式
を

採
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
書
簡
」
の
議
論
に
対
し
、
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「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
書
簡
」
と
一
六
世
紀
末
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
主
教
制
度
を
巡
る
論
争
（
山
根
）

真
正
面
か
ら
律
儀
に
し
か
も
冷
静
に
回
答
し
て
い
る
。

　『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
臣
民
へ
の
説
諭
』
は
お
よ
そ
二
五
〇
頁
も
の
長

編
な
の
だ
が
（
そ
れ
故
に
「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
書
簡
」
ほ
ど
の
読
者
を

獲
得
で
き
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
）、
ま
ず
ク
ー
パ
ー
は
同
書

簡
の
中
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
の
主
教
あ
る
い
は
牧
師
た
ち
に
対

す
る
侮
辱
に
言
及
し
た
上
で
、
こ
う
し
た
「
虚
言
や
名
誉
毀
損 ( the 

vntrueths and slaunders)
」
に
反
論
し
よ
う
と
す
る
旨
を
伝
え

て
い
る
。
ク
ー
パ
ー
は
こ
の
著
作
の
前
半
部
分
で
ジ
ョ
ン
・
ホ
イ
ッ

ト
ギ
フ
ト
や
ジ
ョ
ン
・
エ
イ
ル
マ
ら
を
弁
護
し
つ
つ
、
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
国
教
会
の
聖
職
者
た
ち
の
堕
落
（
彼
ら
の
金
銭
や
出
世
に
対
す
る

執
着
・
聖
職
売
買
・
教
会
規
律
の
濫
用
な
ど
）
に
つ
い
て
弁
明
し
、

後
半
部
分
で
は
キ
リ
ス
ト
と
使
徒
た
ち
の
教
義
や
神
法
と
い
っ
た
聖

書
解
釈
に
関
す
る
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、「
マ
ー

プ
レ
リ
ト
書
簡
」
に
よ
り
直
接
的
に
反
論
を
試
み
て
い
る
前
半
部
分

に
注
目
し
、
特
に
議
論
の
中
核
を
成
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
二
つ
の

争
点
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

　
一
つ
目
は
教
会
の
「
改
革
」
を
巡
る
も
の
で
あ
り
、
ク
ー
パ
ー
は

な
ぜ
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
の
（
大
）
主
教
た
ち
が
教
会
統
治
の
現

状
維
持
を
望
ん
で
い
る
か
、
ま
た
彼
ら
は
「
改
革
」
を
通
じ
て
王
国

に
如
何
な
る
弊
害
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
の
か
、
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
ク
ー
パ
ー
は
法

的
な
観
点
か
ら
「
改
革
」
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
り
、
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
の
教
会
法
の
変
更
に
よ
っ
て
様
々
な
不
都
合
が
生
じ
る
と
述
べ

て
い
る）
11
（

。
そ
し
て
、
教
会
法
の
変
更
は
教
会
統
治
の
あ
り
方
を
変
え

る
だ
け
で
な
く
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
よ
う
な
王
国
の
世
俗
の
法
を
も

覆
す
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
る）
1（
（

。
と
い
う
の
も
、ク
ー
パ
ー
に
よ
る
と
、

教
会
法
は
国
家
の
法
の
上
位
に
あ
り
、「
こ
の
王
国〔
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
〕

の
俗
人
た
ち ( the C

iuilians)

」
は
国
家
の
法
で
は
な
く
、
あ
く

ま
で
教
会
法
に
従
っ
て
生
活
し
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た）
11
（

。
そ
れ
故

に
、
仮
に
教
会
法
が
廃
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
十
分

の
一
税
・
信
仰
告
白
・
婚
姻
・
姦
通
・
名
誉
毀
損
と
い
っ
た
教
会
法

で
対
処
す
べ
き
事
柄
が
、
専
ら
「
世
俗
の
行
政
官 ( the tem

porall 
M

agistrate)

」
に
よ
っ
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
決
し

て
些
細
な
問
題
で
は
な
い
と
彼
は
言
う）
11
（

。
同
時
に
、
長
老
主
義
者
た

ち
が
提
唱
し
て
い
る
よ
う
な
「
牧
師
」
と
「
長
老
」
と
「
執
事
」
の

選
出
と
い
っ
た
方
法
は
、多
く
の
場
所
で
宗
教
的
分
裂
を
引
き
起
し
、

延
い
て
は
「
教
会
と
コ
モ
ン
ウ
ィ
ー
ル
〔「
公
共
の
利
益
」
の
実
現

を
目
指
し
た
国
家
〕
双
方
の
平
穏
を
大
い
に
掻
き
乱
す
」
こ
と
に
な

る
と
さ
れ
る）
11
（

。
こ
う
し
た
宗
教
的
指
導
者
の
選
出
と
い
う
方
法
は
古

く
か
ら
教
会
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
不
都

合
の
た
め
に
君
主
や
司
教
（
も
し
く
は
主
教
）
た
ち
の
必
要
以
上
の

干
渉
を
招
い
て
き
た
、と
ク
ー
パ
ー
は
述
べ
て
い
る）
11
（

。
加
え
て
彼
は
、

平
信
徒
た
ち
が
「
偏
見 ( affection)

」
と
「
正
し
い
判
断
力
の
欠

如 ( w
ant of right iudgem

ent)

」
の
た
め
、い
と
も
容
易
く
「
野
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史
苑
（
第
八
四
巻
第
一
号
）

心
家
」
に
唆
さ
れ
て
「
不
相
応
な
人
間 ( vnw

oorthy m
en)

」
を

聖
職
者
と
し
て
選
出
す
る
よ
う
に
な
る
、
と
警
告
し
て
い
る）
11
（

。

　
二
つ
目
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
の
（
大
）
主
教
た
ち
が
「
無

学
な
聖
職
者 ( an vnlearned M

inistery)

」（
即
ち
、
国
教
会
の

牧
師
た
ち
）
を
野
放
し
に
し
て
い
る
た
め
、君
主
と
「
コ
モ
ン
ウ
ィ
ー

ル
」
に
反
乱
な
ど
の
何
か
良
か
ら
ぬ
こ
と
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ク
ー
パ
ー

は
、「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
書
簡
」
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
「
無
学

な
聖
職
者
」
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
は
存
在
し
な
い
し
、
反
乱
の
よ
う

な
災
難
も
起
り
得
な
い
と
し
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
、
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
国
教
会
の
（
大
）
主
教
た
ち
が
「
無
学
な
聖
職
者
」
を
容
認
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
教
会
の
「
改
革
」
を
妨
げ
て
い
る
、
と
い
っ
た
批
判

は
誤
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た
責
任
転
嫁
は
「
神
の
教
会
と
コ
モ
ン

ウ
ィ
ー
ル
の
両
方
に
お
い
て
常
に
大
き
な
害
を
為
し
て
き
た
」
の

だ
っ
た）
11
（

。
具
体
的
に
彼
は
、『
エ
レ
ミ
ヤ
書
』
四
四
章
を
引
用
し
な

が
ら
、
教
会
と
「
コ
モ
ン
ウ
ィ
ー
ル
」
の
災
い
の
責
任
を
国
教
会
の

（
大
）
主
教
た
ち
に
擦
り
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人

を
偶
像
崇
拝
を
行
っ
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
の
民
に
準
え
、
次
の
よ
う
に
非

難
し
て
い
る
。

彼
ら
〔
ユ
ダ
ヤ
の
民
〕
は
神
の
良
き
贈
物
を
彼
ら
の
偶
像
崇

拝
の
お
か
げ
だ
と
し
、
彼
ら
の
欠
乏
と
災
難
は
エ
レ
ミ
ヤ
や

他
の
預
言
者
た
ち
の
説
教
の
せ
い
だ
と
し
て
い
る
が
、
こ
う
し

た
言
い
分
は
実
に
正
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
同
様
の
理
由

で
、
コ
モ
ン
ウ
ィ
ー
ル
の
反
抗
的
な
臣
民
た
ち ( rebellious 
subiects in com

m
on vveales) 

が
彼
ら
を
支
配
し
て
い
る

君
主
と
統
治
者 ( Princes &

 gouernors) 

を
憎
悪
し
、
不
当

に
も
彼
ら
の
嘆
き
の
種
の
責
任
を
君
主
と
統
治
者
に
負
わ
せ
よ

う
と
す
る
の
も
正
し
く
な
い）
11
（

。

　
エ
レ
ミ
ヤ
の
預
言
を
無
視
し
て
偶
像
崇
拝
を
続
け
た
ユ
ダ
ヤ
の
民

は
バ
ビ
ロ
ン
に
捕
囚
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
国
教

会
の
主
教
制
度
を
批
判
し
て
い
る
「
コ
モ
ン
ウ
ィ
ー
ル
の
反
抗
的
な

臣
民
た
ち
」
が
、不
当
に
も
国
王
と
教
会
の
「
統
治
者
」
た
る
（
大
）

主
教
た
ち
に
国
家
と
教
会
に
降
り
懸
か
る
災
厄
の
責
任
を
押
し
つ
け

る
こ
と
に
よ
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
を
ユ
ダ
ヤ
の
民
の
よ
う
な
破
滅

へ
と
誘
っ
て
い
る
、
と
警
告
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
一
方
で
ク
ー
パ
ー
は
、「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
書
簡
」
の
中
で
「
無

学
な
聖
職
者
」
と
批
判
さ
れ
て
い
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
の
牧
師

た
ち
の
擁
護
も
行
っ
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
、イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に「
無

学
な
聖
職
者
」
な
ど
は
存
在
せ
ず
、
神
罰
を
惹
起
す
る
よ
う
な
「
説

教
の
不
足 ( vvant of preaching)

」
も
な
い）
11
（

。
尤
も
ク
ー
パ
ー
は
、

「
無
学
な
聖
職
者
」
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
可
能
性
を
完
全
に
否

定
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
の
牧
師
た
ち
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「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
書
簡
」
と
一
六
世
紀
末
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
主
教
制
度
を
巡
る
論
争
（
山
根
）

が
皆
無
学
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
何
よ
り
も
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
国
教
会
は
「
キ
リ
ス
ト
の
教
会
」
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
ほ
ど

有
能
な
牧
師
た
ち
に
よ
る
説
教
を
必
要
と
し
て
い
な
い
、
と
説
明
し

て
い
る）
11
（

。
し
た
が
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教

会
の
牧
師
た
ち
と
比
べ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
の
牧
師
た
ち
は
資

質
的
に
劣
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
は
当
を
得
て
お
ら
ず
、
他
国
の
も

の
を
褒
め
称
え
て
自
国
の
も
の
を
忌
み
嫌
う
の
は
「
我
々
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
人
の
悪
い
癖 ( the generall disease of vs Englishm

en)

」

だ
、
と
彼
は
述
べ
て
い
る）
1（
（

。
加
え
て
、
人
口
が
少
な
く
、
十
分
な
学

識
を
持
っ
た
住
民
の
い
な
い
教
区
を
、
ご
く
僅
か
な
聖
職
禄
し
か
保

有
せ
ぬ
牧
師
に
担
当
さ
せ
ざ
る
を
得
な
い
現
実
も
あ
り
、
こ
う
い
う

状
況
で
は
有
能
な
牧
師
を
確
保
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
し
、
牧
師

も
そ
の
よ
う
な
教
区
を
進
ん
で
担
当
し
た
が
ら
な
い
だ
ろ
う
、
と

ク
ー
パ
ー
は
言
っ
て
い
る）
11
（

。
そ
れ
故
、
前
記
の
よ
う
な
教
区
を
牧

師
不
在
の
ま
ま
放
置
す
る
よ
り
は
、「
無
学
な
聖
職
者
」
に
委
ね
る

方
が
ま
し
で
あ
り
、
教
区
民
の
側
も
た
だ
単
に
無
闇
に
説
教
を
受

け
る
だ
け
で
な
く
、「
熱
心
に
敬
虔
な
気
持
ち
で
耳
を
傾
け
る
こ
と 

( diligent and reuerent hearing)

」
が
必
要
で
あ
っ
た）
11
（

。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
ク
ー
パ
ー
に
と
っ
て
「
改
革
」
は
「
正
に
教
会
、
コ
モ

ン
ウ
ィ
ー
ル
、
そ
し
て
社
会
全
体
の
悪
疫 ( the very pestilence 

of all Churches, com
m

on vveales, and societies)

」で
あ
り
、

（
教
会
）
法
の
変
更
に
よ
っ
て
よ
り
大
き
な
不
都
合
を
生
じ
さ
せ
る

よ
り
は
、
少
々
欠
陥
が
あ
っ
て
も
既
存
の
秩
序
を
遵
守
し
た
方
が
良

い
の
だ
っ
た）
11
（

。

五
　
結
論

　
以
上
の
よ
う
に
、「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
書
簡
」
は
修
辞
的
な
ラ
テ
ン

語
で
は
な
く
「
平
易
な
英
語
」
と
い
う
あ
る
種
の
言
語
的
な
「
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
」
に
依
拠
し
な
が
ら
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
に
対
す
る

権
力
批
判
を
展
開
し
、
国
教
会
の
「
改
革
」
の
必
要
性
を
訴
え
た
も

の
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、本
稿
で
取
り
上
げ
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
、

大
主
教
も
し
く
は
主
教
た
ち
の
個
々
の
人
格
と
い
う
よ
り
も
、
国
教

会
の
主
教
制
度
そ
の
も
の
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
い
う
「
コ
モ
ン
ウ
ェ

ル
ス
」
を
掘
り
崩
す
も
の
と
し
て
攻
撃
し
て
い
た
。
即
ち
、
こ
の
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
の
著
者
は
、（
大
）
主
教
た
ち
の
宗
教
上
の
無
能
さ
に

加
え
、
彼
ら
が
聖
職
者
で
あ
る
と
同
時
に
（
説
教
の
た
め
に
任
じ
ら

れ
た
）「
国
家
の
官
吏
」
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
主
教
制
度
に

反
対
す
る
理
由
と
し
て
挙
げ
て
い
た
。
著
者
に
よ
る
と
、
こ
う
し
た

主
教
制
度
の
下
で
は
政
教
分
離
が
不
徹
底
と
な
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

の
教
会
の
み
な
ら
ず
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」（
こ
こ
で
は
「
国
家
」）

に
も
危
機
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
著
者
は

教
会
統
治
に
お
け
る
国
家
権
力
の
干
渉
の
排
除
を
訴
え
る
一
方
で
、

世
俗
的
領
域
に
お
い
て
も
王
権
が
制
限
さ
る
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
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た
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
著
者
は
特
に
ヘ
ン
リ
八
世
期
の
宗
教
改

革
議
会
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る「
神

の
御
栄
光
と
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
利
益
」（
皮
肉
な
こ
と
に
、
こ
の

言
葉
自
体
が
政
教
分
離
の
不
徹
底
さ
を
示
し
て
い
る
が
）
の
た
め
、

必
要
が
あ
れ
ば
議
会
は
王
権
に
対
し
て
「
抵
抗
」
す
べ
き
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
同
意
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
を
辛
辣
に
批
判
し
た「
マ
ー

プ
レ
リ
ト
書
簡
」
は
大
き
な
波
紋
を
呼
び
、
ハ
ッ
ト
ン
の
議
会
演
説

や
バ
ン
ク
ロ
フ
ト
の
説
教
の
よ
う
に
、
国
教
会
体
制
を
支
持
す
る
者

た
ち
か
ら
の
反
論
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
中
で
も
、
ク
ー
パ
ー

の
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
臣
民
へ
の
説
諭
』
は
問
答
形
式
を
用
い
な
が
ら
、

「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
書
簡
」
に
よ
る
国
教
会
批
判
に
対
し
、
一
つ
一
つ

丁
寧
に
回
答
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
ク
ー
パ
ー
は
多
く
の
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
国
教
会
の
（
大
）
主
教
た
ち
と
同
様
、
教
会
の
「
改
革
」
に
つ

い
て
慎
重
な
立
場
を
取
っ
て
い
た
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
彼
は
教
会

法
の
変
更
が
政
教
分
離
を
不
明
瞭
な
も
の
と
し
、
国
家
と
教
会
に

様
々
な
弊
害
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
た
。
特
に
長
老
主

義
者
た
ち
が
提
唱
し
て
い
る
よ
う
な
「
牧
師
」
と
「
長
老
」
と
「
執
事
」

の
選
出
と
い
っ
た
方
法
は
、
彼
に
と
っ
て
教
会
と
「
コ
モ
ン
ウ
ィ
ー

ル
」（
も
し
く
は
「
国
家
」）
を
大
い
に
害
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と

い
う
の
も
、
長
老
制
度
の
下
で
は
、
平
信
徒
た
ち
が
「
不
相
応
な
人

間
」
を
聖
職
者
と
し
て
選
出
す
る
こ
と
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
宗
教
的

分
裂
を
引
き
起
し
、「
教
会
と
コ
モ
ン
ウ
ィ
ー
ル
双
方
の
平
穏
を
大

い
に
掻
き
乱
す
」危
険
性
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。そ
し
て
ク
ー
パ
ー

は
、
長
老
制
度
を
支
持
し
て
い
る
（
あ
る
い
は
国
教
会
の
主
教
制

度
を
批
判
し
て
い
る
）「
コ
モ
ン
ウ
ィ
ー
ル
の
反
抗
的
な
臣
民
た
ち
」

が
国
王
と
国
教
会
の
（
大
）
主
教
た
ち
に
国
家
と
教
会
に
降
り
懸
か

る
災
厄
の
責
任
を
押
し
つ
け
て
い
る
と
非
難
し
な
が
ら
、
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
臣
民
の
国
王
と
国
教
会
へ
の
服
従
を
説
い
た
の
だ
っ
た
。
同
時

に
、
ク
ー
パ
ー
は
「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
書
簡
」
の
中
で
「
無
学
な
聖
職

者
」
と
批
判
さ
れ
て
い
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
の
牧
師
た
ち
を
擁

護
し
つ
つ
、
こ
の
件
で
国
王
と
（
大
）
主
教
た
ち
、
あ
る
い
は
主
教

制
度
そ
の
も
の
を
非
難
す
る
の
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
い
う
「
コ
モ

ン
ウ
ィ
ー
ル
」
を
害
す
る
こ
と
に
な
る
と
述
べ
て
い
た
。

　
本
稿
の
冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
レ
イ
ク
は
一
六
世
紀
末
の
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
歴
史
を
、「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
」
対
「
反
ピ
ュ
ー

リ
タ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
二
項
対
立
の
構
図
で
捉
え
、
王
権
の
至
上
性

を
謳
っ
た
「
反
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
」
が
「
君
主
の
い
る
共
和
国
」

の
実
現
を
阻
ん
だ
、
と
説
明
し
て
い
た
。
レ
イ
ク
が
主
張
す
る
よ
う

に
、
一
六
世
紀
末
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
主
教
制
度
の
廃
止

（
も
し
く
は
長
老
制
度
の
導
入
）
を
訴
え
る
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
と
、
こ

れ
に
抗
し
て
あ
く
ま
で
国
教
会
の
主
教
制
度
の
堅
持
を
訴
え
た
反

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
宗
教
的
対
立
が
先
鋭
化
し
て
い
た
の
は
事
実
で
あ

る
し
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
史
料
が
示
す
よ
う
に
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
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「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
書
簡
」
と
一
六
世
紀
末
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
主
教
制
度
を
巡
る
論
争
（
山
根
）

が
特
に
宗
教
改
革
に
際
し
て
、
議
会
に
よ
る
王
権
へ
の
抵
抗
を
容
認

し
て
い
た
の
に
対
し
、
反
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
臣
民
の

国
王
と
国
教
会
へ
の
服
従
を
説
い
て
い
た
。

　
一
六
世
紀
末
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
こ
う
し
た
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン

と
反
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
宗
教
的
な
対
抗
関
係
が
厳
然
と
存
在
す
る
一

方
、
両
者
は
（
と
り
わ
け
、
国
教
会
の
主
教
制
度
を
巡
る
）
論
理
面

に
お
い
て
同
質
性
を
保
持
し
て
い
た
と
言
え
る
。
即
ち
、（
本
稿
で

取
り
上
げ
た
）「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
書
簡
」
も
、
そ
れ
に
対
す
る
反
論

を
試
み
た
国
教
会
側
も
、「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」（
教

会
と
国
家
）
と
い
う
論
理
的
枠
組
み
の
中
で
政
教
分
離
の
必
要
性
を

説
く
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
立
場
を
正
当
化
し
、
相
手
側

を
批
判
し
て
い
た
。
具
体
的
に
は
、
前
者
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会

の
（
大
）
主
教
た
ち
が
聖
職
者
で
あ
る
と
同
時
に
「
国
家
の
官
吏
」

で
も
あ
る
こ
と
を
問
題
視
し
、
主
教
制
度
に
異
議
を
唱
え
た
（
あ
る

い
は
長
老
制
度
を
擁
護
し
た
）
の
に
対
し
、
後
者
は
宗
教
の
更
な
る

「
改
革
」
が
教
会
法
の
変
更
を
も
た
ら
し
、
国
家
と
教
会
の
領
域
が

不
明
瞭
に
な
る
と
い
っ
た
理
由
で
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
（
あ
る
い
は
長

老
主
義
者
）
た
ち
が
提
唱
し
て
い
る
よ
う
な
「
改
革
」
を
拒
絶
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、（
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
に
と
っ
て
の
）
主
教
制
度
と
（
反

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
に
と
っ
て
の
）
長
老
制
度
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
い
う

「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
も
の

と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
政
教
分
離
と
い
う
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン

と
反
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
論
理
面
で
の
同
質
性
、
ま
た
（
他
の
研
究
が

指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
）
反
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
が
「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
書

簡
」
の
著
者
名
の
隠
匿
、「
平
易
な
英
語
」、
ユ
ー
モ
ア
に
富
ん
だ
風

刺
的
な
文
体
と
い
っ
た
手
法
の
有
効
性
を
認
め
、
そ
の
手
法
を
受
け

入
れ
た
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
レ
イ
ク
が
主
張
し
た
よ
う
な
、

「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
」
対
「
反
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
二

項
対
立
の
構
図
は
十
全
な
も
の
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
本
稿

で
は
、
一
六
世
紀
末
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
、「
ピ
ュ
ー
リ
タ

ニ
ズ
ム
」
と
「
反
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
」
の
関
係
性
に
つ
い
て
一
瞥

を
試
み
て
き
た
が
、「（
反
）
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
」
と
「
君
主
の
い

る
共
和
国
」
の
関
係
性
（
特
に
王
権
と
の
関
係
性
）
ま
で
は
検
証
で

き
な
か
っ
た
。今
後
は
、本
稿
で
は
取
り
上
げ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ

た
、他
の
「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
書
簡
」
な
ど
を
精
査
す
る
こ
と
で
、「（
反
）

ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
」
と
「
君
主
の
い
る
共
和
国
」
の
関
係
性
に
つ

い
て
検
証
し
て
い
き
た
い
。
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註（１
）P.C

ollinson, ‘The M
onarchical R

epublic of Q
ueen 

E
lizabeth I ’, B

ulletin of the John R
ylands U

niversity 
Library of M

anchester , 69/2 (1987), pp.394-424; reprinted 
in C

ollinson, E
lizabethan E

ssays  (London, 1994), pp.31-
57. 

君
主
政
と
共
和
政
と
い
う
一
見
相
容
れ
な
い
二
つ
の
政
体
を
結
合

さ
せ
た
、
コ
リ
ン
ソ
ン
の「
君
主
の
い
る
共
和
国
」
に
つ
い
て
は
様
々

な
異
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、republic 

と
い

う
語
は
後
述
の
ラ
テ
ン
語 res publica 

に
由
来
し
、
元
来
は「
公
益

へ
の
奉
仕
」
を
意
味
し
て
い
た
た
め
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
君

主
政
・
貴
族
政
・
民
主
政
と
い
っ
た
三
つ
の
国
家
形
態
を
包
括
し
た
概

念
で
あ
っ
た
。マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
時
代
に
な
る
と
、republic 

は（
一

者
で
は
な
く
）
複
数
者
の
支
配
す
る
国
家
形
態
を
指
す
言
葉
と
な
り
、

今
日
で
は
君
主
政
を
採
ら
な
い
国
家
形
態
全
般
を
意
味
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
近
代
以
降
、
君
主
政
が
立
憲
主
義
化
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
名
目
的
な
も
の
と
な
っ
た
、
あ
る
い
は
共
和
政
自
体

が
社
会
主
義
の
み
な
ら
ず
、
民
主
政
や
独
裁
制
な
ど
も
包
含
す
る
よ

う
に
な
っ
た
の
に
伴
い
、
君
主
政
と
共
和
政
の
区
別
は
今
日
で
は
実

際
的
意
義
を
喪
失
し
た
と
言
え
る
。
こ
う
し
た「
君
主
の
い
る
共
和
国
」

論
は
、
昨
今
我
が
国
で
も
注
目
を
集
め
て
お
り
、
中
澤
達
哉
編『
王
の

い
る
共
和
政
：
ジ
ャ
コ
バ
ン
再
考
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
二
二
年 

の
よ

う
な
、「
君
主
の
い
る
共
和
国
」
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
規
模
で
長
期
的
に
検

証
し
た
研
究
も
出
現
し
て
い
る
。

（
２
）
バ
ー
リ
卿
は
こ
の
草
案
の
中
で
、
万
一
エ
リ
ザ
ベ
ス
が
突
然
死

し
た
場
合
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
君
主
不
在
の
状
態
で
大
評
議
会 ( a 

great council) 

と
議
会
が
一
時
的
に
統
治
を
行
い
、
女
王
の
後
継
者

を
選
ぶ
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。

（
３
）Collinson, E

lizabethan E
ssays , p.43.

（
４
）J.F.M

cD
iarm

id, ed., T
he M

onarchical R
epublic of 

E
arly M

odern E
ngland: E

ssays in R
esponse to Patrick 

C
ollinson (Ashgate, 2007).

（
５
）
こ
の
論
文
集
の
中
で
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
カ
ス
ト
は
ウ
ォ
リ
ッ
ク

シ
ァ
の
裁
判
官
ジ
ョ
ン
・
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ゲ
イ
ト ( N

ew
digate, John, 

c .1571-1610) 

の
読
書
記
録
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
方
統
治

を
担
っ
た
者
た
ち
も
人
文
主
義
的
教
養
を
共
有
し
て
お
り
、
特
に
国

家
や
地
元
の
た
め
の
奉
仕
と
い
っ
た
意
識
を
強
く
持
っ
て
い
た
、
と

述
べ
て
い
る
。

（
６
）A

.H
adfield, S

h
akespeare an

d
 R

epu
blican

ism
 

(Cam
bridge, 2005).

（
７
）
近
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
主
要
な
社
会
観
念
を
、
コ
リ
ン
ソ

ン
の
指
摘
し
た
よ
う
な「
君
主
の
い
る
共
和
国
」
と
は
別
の（
対
極
的

な
）
思
潮
に
求
め
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
ア
ン
・
マ
ク
ラ
ー
レ
ン

も
レ
イ
ク
と
同
様
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
マ
ク
ラ
ー
レ
ン
は
、
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
国
王
ジ
ェ
イ
ム
ズ
六
世
に
よ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
位
継
承

を
擁
護
し
た
ト
マ
ス
・
ク
レ
イ
グ (C

raig, T
hom
as, c.1538-1608) 

の
著
作
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
読
み
解
く
こ
と
で
、
一
七
世
紀

前
半
の「
君
主
の
い
る
共
和
国
」
に
異
議
を
唱
え
て
い
る
。
具
体
的
に

は
、
ク
レ
イ
グ
は
母
方
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
女
王
メ
ア
リ
・
ス
テ
ュ

ア
ー
ト
の
血
統
で
は
な
く
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
生
れ
の
父
ヘ
ン
リ
・
ス

テ
ュ
ア
ー
ト ( Stuart, H

enry, Lord D
arnley, 1546-1567) 

の

血
統
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王

位
継
承
の
正
当
性
を
説
い
た
。
マ
ク
ラ
ー
レ
ン
に
よ
る
と
、
こ
う
し

た
ク
レ
イ
グ
の
父
方
の
血
統
あ
る
い
は
父
権
の
重
視
は
家
父
長
的
な

政
治
理
論
へ
と
繋
が
り
、
彼
は
世
襲
制
の「
絶
対
的 ( absolute)

」（
必
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ず
し
も
如
何
な
る
制
約
も
受
け
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
）
な
王

権
を
擁
護
し
た
の
で
あ
る
。

（
８
）
因
み
に
、
グ
リ
ン
ダ
ル
は
職
人
の
よ
う
な
平
信
徒
た
ち
の
聖
書
釈

義
集
会
へ
の
参
加
を
容
認
し
て
い
た
。

（
９
）P

.C
ollinson, T

he E
lizabethan P

uritan M
ovem

ent 
(London, 1967), p.27.

（
10
）M

cD
iarm

id, op.cit ., p.138.

（
11
）Ibid ., p.146. 
こ
の
よ
う
な
王
権
の「
絶
対
性
」
を
主
張
す
る
政

治
理
論
は
、
一
五
九
〇
年
代
初
頭
の
反
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
あ
る

い
は
反
長
老
主
義
か
ら
生
じ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は  J.Som

m
erville, ‘R

ichard H
ooker, H

adrian Saravia 
and the Advent of the D

ivine Right of K
ings’, H

istory of 
Political T

hought  4(1983); J.A
.G

uy, ‘The E
lizabethan 

Establishm
ent and the Ecclesiastical Polity’, in idem

, ed., 
The R

eign of E
lizabeth I: C

ourt and C
ulture in the Last 

D
ecade  (Cam

bridge, 1995) 

を
参
照
。

（
12
）C

ollinson, E
lizabethan Puritan M

ovem
ent , pp.385-87.

（
13
）E

nglish S
hort T

itle C
atalogue (E

S
T

C
)  

に
よ
る
と
、

一
五
八
八
～
一
六
〇
三
年
の
間
に
出
版
さ
れ
た
、‘M

arprelate’ 
を

キ
ー
ワ
ー
ド
と
す
る
著
作
は（
重
複
し
た
も
の
も
含
め
て
）
四
二
件
で

あ
っ
た
。
こ
の
内
、‘M

arprelate’ 

を
著
者
名
と
す
る
の
は  M

artin 
M

arprelate, pseud., O
h R

ead ouer D
. Iohn B

ridges, for 
it is a W

orthy W
orke: O

r an E
pitom

e of the Fyrste B
ooke, 

of that R
ight W

orshipfull V
olum

e, W
ritten against the 

Puritanes, in the D
efence of the N

oble C
leargie, by as 

W
orshipfull a Prieste, Iohn B

ridges, Presbyter, Priest or 
E

lder, D
octor of D

iuillitie, and D
eane of Sarum

 (E
ast 

M
olesey, 1588; STC

 17453); idem
, Theses M

artinianae: 
T

hat is, C
ertaine D

em
onstratiue C

onclusions, S
ette 

dow
ne and C

ollected (as it should seem
e) by that 

Fam
ous and R

enow
m

ed C
larke, the R

euerend M
artin 

M
arprelate the G

reat (W
olston, 1589; STC

 17457); idem
, 

C
ertaine M

inerall, and M
etaphisicall Schoolpoints, to 

be D
efended by the R

euerende B
ishops, and the R

est of 
m

y C
leargie M

asters of the C
onuocation H

ouse, against 
both the V

niuersities, and al the R
eform

ed C
hurches 

in C
hristendom

e  (C
oventry, 1589; STC

 17455); idem
, 

T
he P

rotestatyon of M
artin M

arprelat w
herin not 

W
ihstanding the Surprizing of the Printer, he M

aketh 
it K

now
n vnto the W

orld that he Feareth, neither Proud 
P

riest, A
ntichristian P

ope, T
iranous P

rellate, nor 
G

odlesse C
atercap  (W

olston?, 1589; STC
 17459); idem

, 
H

ay any W
orke for C

ooper: O
r a B

riefe Pistle D
irected 

by W
aye of an H

ublication to the R
everende B

yshopps, 
C

ounselling them
, if they w

ill needs be B
arrelled vp, for 

Feare of Sm
elling in the N

ostrels of her M
aiestie [and] 

the State, that they w
ould V

se the A
duise of R

euerend 
M

artin, for the Prouiding of their C
ooper  (C

oventry, 
1589; STC

 17456); idem
, The Iust C

ensure and R
eproofe 

of M
artin Iunior. W

herein the R
ash and V

ndiscreete 
H

eadines of the Foolish Youth, is Sharply M
ette w

ith, 
and the B

oy hath his Lesson Taught him
, I W

arrant you, 
by his R

euerend and E
lder B

rother, M
artin Senior, Sonne 

and H
eire vnto the R

enow
m

ed M
artin M

ar-Prelate the 
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G
reat . (W

olston?, 1589; STC 17458) 

の
六
作
品
で
あ
っ
た
。

（
14
）
ジ
ョ
ン
・
ペ
ン
リ
に
加
え
、
ウ
ォ
リ
ッ
ク
シ
ァ
出
身
で
後
に
下

院
議
員
と
な
っ
た
ヨ
ブ
・
ス
ロ
ッ
ク
モ
ー
ト
ン
も「
マ
ー
プ
レ
リ

ト
書
簡
」
の
著
者
の
有
力
候
補
の
一
人
と
さ
れ
て
い
る
。
詳
し
く

は  L.H
.C

arlson, M
artin M

arprelate, G
entlem

an: M
aster 

Job Throkm
orton Laid O

pen in his C
olours  (San M

arino, 
1981), pp.22-28 

を
参
照
。

（
15
）「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
書
簡
」
を
巡
る
論
争
を
題
材
と
し
た
研
究
と

し
て
は  D

.J.M
cG

inn, John P
enry and the M

arprelate 
C

ontroversy  (N
ew

 B
runsw

ick, 1966); J.S.B
enger, ‘The 

A
uthority of W

riter and Text in R
adical Protestant 

Literature 1540 to 1593 w
ith Particular Reference to the 

M
arprelate Tracts’, D

Phil thesis, U
niversity of O

xford 
(1989); J.L.B

lack, ‘Pam
phlet W

ars: The M
arprelate 

T
racts and ‘‘M

artinism
’’, 1588-1688’, P

hD
 thesis, 

U
niversity of Toronto (1996) 

な
ど
を
参
照
。

（
16
）
ペ
ン
リ
の
経
歴
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は  O

xford D
ictionary 

of N
ational B

iography , [P
enry, John]; J.R

aym
ond, 

Pam
phlets and Pam

phleteering in E
arly M

odern B
ritain  

(C
am

bridge, 2003), ch.2 

を
参
考
に
し
て
い
る
。

（
17
）
ブ
リ
ッ
ジ
ズ
の
こ
う
し
た
宗
教
的
立
場
に
つ
い
て
は  John 

B
ridges, A D

efence of the G
ouernm

ent E
stablished in the 

C
hurch of E

nglande for E
cclesiasticall M

atters (London, 
1587; STC 3734)  

を
参
照
。

（
18
）
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
教
会
博
士 ( doctor ecclesiae) 

と

は
異
な
る
が
、
特
に
信
仰
心
が
篤
く
、
神
学
に
造
詣
が
深
い
人
物
の

こ
と
と
思
わ
れ
る
。

（
19
）M

arprelate, pseud., O
h R

ead ouer D
. Iohn B

ridges , sig.
B1r.

（
20
）
こ
う
し
た
簡
潔
な
文
体
と
い
う
意
識
は
、「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
書

簡
」
全
体
に
看
取
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は 
Raym

ond, op.cit ., pp.27-36 

に
詳
し
い
。

（
21
）
キ
ケ
ロ
主
義
の
文
体
か
ら
の
脱
却
に
つ
い
て
考
察
し
た
研
究
と

し
て
は  H

.M
acdonald, ‘A

nother A
spect of Seventeenth-

C
entury Prose’, R

eview
 of E

nglish Studies  19
(1943); 

G
.W

illiam
son, T

he Senecan A
m

ble: A
 Study in Prose 

Form
 from

 B
acon to C

ollier  (C
hicago, 1951); S.E

.Fish, 
ed., S

eventeenth-C
entury P

rose: M
odern E

ssays in 
C

riticism
 (N

ew
 York, 1971); R

.Pooley, E
nglish Prose of 

the Seventeenth C
entury, 1590-1700  (Longm

an, 1992); 
E

.Skerpan, T
he R

hetoric of P
olitics in the E

nglish 
R

evolution 1642-1660  (C
olum

bia, 1992); N
.R

hodes, ed., 
E

nglish R
enaissance P

rose: H
istory, L

anguage, and 
Politics (Tem

pe, 1997)  

な
ど
を
参
照
。

（
22
）M

arprelate, pseud., O
h R

ead ouer D
. Iohn B

ridges , sig.
A2r.

（
23
）Ibid ., sig.A2r.

（
24
）
近
世
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
に
お
い
て
、「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
は
し

ば
し
ば「
国
家
」
と
訳
さ
れ
る
。
特
に
一
六
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、

「
公
共
の
も
の
ご
と
」
や「
共
通
の
利
益
」
を
意
味
す
る
共
和
政
ロ
ー

マ
の「
レ
ス
・
プ
ブ
リ
カ ( res publica)

」
の
概
念
が「
コ
モ
ン
ウ
ェ

ル
ス
」（
も
し
く
は「
コ
モ
ン
ウ
ィ
ー
ル ( com

m
onw

eal)

」）
の
概
念

に
読
み
替
え
ら
れ
、
数
多
く
の
社
会
経
済
改
革
の
主
張
が
新
た
に
喚

起
さ
れ
た
。「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
は
当
時
、
君
主
を
頂
点
と
す
る
階



－  66  －－  67  －

「
マ
ー
プ
レ
リ
ト
書
簡
」
と
一
六
世
紀
末
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
主
教
制
度
を
巡
る
論
争
（
山
根
）

層
社
会
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、「
共
通
の
利
益
に
関
す
る
事
柄
」
あ

る
い
は「
国
民
に
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
王
国
」
の
意

味
を
含
み
、
政
治
共
同
体
の
全
構
成
員
が
共
に
利
益
を
享
受
し
て
繁

栄
す
る
と
い
う
、
一
つ
の
理
想
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
提
示
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
に
と
っ
て
、「
レ

ス
・
プ
ブ
リ
カ
」
と「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
は
ほ
ぼ
同
義
で
あ
り
、「
コ

モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
を
問
題
と
す
る
ほ
と
ん
ど
の
論
者（
と
り
わ
け
、
古

代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
著
作
を
重
視
し
た
、
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主

義
者
）は
、た
だ
公
正
な「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」を
描
く
だ
け
で
は
な
く
、

現
実
の
社
会
が
抱
え
る
様
々
な
問
題
を
指
摘
し
、
そ
れ
ら
に
取
り
組

み
、
解
決
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
真
の「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
が
実
現

す
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
一
六
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の「
コ
モ
ン
ウ
ェ

ル
ス
」
概
念
に
つ
い
て
は 

山
根
明
大『
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
政
治
思

想
史
：
エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
期
の
政
治
的
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
意
識
』、
立
教

大
学
出
版
会
、
二
〇
一
七
年
、
第
二
章 

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
25
）
た
だ
し
、
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
著
者
は
、
自
身
の
あ
か
ら
さ
ま

で
戯
け
た
物
言
い
の
た
め
、（
穏
健
派
の
）「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン ( the 

puritans)

」
の
反
感
を
買
っ
て
い
る
こ
と
を
打
ち
明
け
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は M

arprelate, pseud., O
h R

ead ouer D
. 

Iohn B
ridges , sig.A2r 

を
参
照
。

（
26
）Ibid ., sig.C3r.

（
27
）Ibid ., sig.C3r.

（
28
）Ibid ., sig.C3r.

（
29
）Ibid ., sig.D

4r.

（
30
）Ibid ., sig.D

4r-D
4v.

（
31
）Ibid ., sig.F1r.

（
32
）Ibid ., sig.F1r.

（
33
）Ibid ., sig.F1r.

（
34
）Ibid ., sig.F1r.

（
35
）Ibid ., sig.F1r.

（
36
）Ibid ., sig.F1r-F1v.

（
37
）John U

dall, A
 D

em
onstration of the T

rueth of that 
D

iscipline w
hich C

hriste hath Prescribed in his W
orde for 

the G
ouernem

ent of his C
hurch, in all Tim

es and Places, 
vntill the E

nde of the W
orlde  (E

ast M
olesey, 1588; STC

 
24499), sig.N

2r.

（
38
）Ibid ., sig.N

2r.

（
39
）M

arprelate, pseud., O
h R

ead ouer D
. Iohn B

ridges , 
sigs.E1v-E2r.

（
40
）Ibid ., sigs.E1v-E2r.

（
41
）Ibid ., sig.E

2r. 

こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
は「
抵
抗
」
の
具
体
的
内

容
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
こ
で
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
宗
教
改
革
が
王

権
で
は
な
く
議
会
の
主
導
で
推
し
進
め
ら
れ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
国

王
布
告
に
対
す
る
議
会
制
定
法
の
優
位
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
ヘ
ン
リ
八
世
期
の
宗
教
改
革
議
会
に

お
い
て
、
王
権
と
議
会
が
概
し
て
協
調
的
な
関
係
に
あ
っ
た
の
も
ま

た
事
実
で
あ
る
。

（
42
）Ibid ., sig.E2r.

（
43
）T.E

.H
artley, ed., Proceedings in the Parliam

ents of 
E

lizabeth I , 3vols. (Leicester, 1981-95), vol.II, p.419.
（
44
）H

artley, op.cit ., pp.419-20.
（
45
）R

ichard B
ancroft, A

 S
erm

on P
reached at P

aules 
C

rosse the 9. of Februarie, being the First Sunday in 
the Parleam

ent, anno. 1588  [1589]. (London, 1589; STC
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1346), pp.24, 86-87.
（
46
）B

ritish Library, E
gerton Papers  2598, f.242. 

ま
た
当
時
の

主
教
制
度
を
巡
る
議
論
を
示
す
史
料
と
し
て  BL, Lansdow

ne M
S  

61, ff.78-80, 151-52; idem
, Additional M

S  48064, ff.94-95, 
226-38 

な
ど
を
参
照
。

（
47
）B

lack, op.cit ., ch.3; P
.C

ollinson, ‘T
he T

heatre 
C

onstructs Puritanism
’, in D

.L.Sm
ith, R

.Strier and 
D

.B
evington, eds., The Theatrical C

ity: C
ulture, Theatre 

and Politics in London  (C
am

bridge, 1993). 

ま
た
反
マ
ー

プ
レ
リ
ト
主
義
の
代
表
作
と
し
て
は
、
後
述
の
ト
マ
ス
・
ク
ー
パ
ー

の『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
臣
民
へ
の
説
諭
』
の
他
に R

ichard H
arvey, 

Plaine Perceuall the Peace-M
aker of E

ngland  (London, 
1589; STC 12914); [Thom

as N
ash and John Lyly?], M

ar-
M

artine, I K
now

 not w
hy a Trueth in R

im
e Set out m

aie 
not as w

el M
ar M

artine and his M
ates, as Sham

elesse 
Lies in Prose-B

ooks C
ast about M

arpriests, &
 Prelates, 

and Subvert W
hole States (London?, 1589; STC

 17461); 
T

hom
as N

ash, A
n A

lm
ond for a P

arrat, or C
utbert 

C
urry-K

naues Alm
es  (London?, 1590; STC

 534); G
abriel 

H
arvey, Pierces Supererogation or a N

ew
 Prayse of the 

O
ld Asse (London, 1593; STC 12903) 

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
48
）R

aym
ond, op.cit ., pp.48-49.

（
49
）T

hom
as C

ooper, A
n A

dm
onition to the P

eople 
of E

ngland: W
herein are A

nsvvered, not onely the 
Slaunderous Vntruethes, R

eprochfully Vttered by M
artin 

the Libeller, but also m
any other C

rim
es by som

e of his 
B

roode, O
biected G

enerally against all B
ishops, and the 

C
hiefe of the C

leargie, Purposely to D
eface and D

iscredite 
the Present State of the C

hurch  (London, 1589; STC
 

5682).

（
50
）Cooper, op.cit ., sig.M

3v.

（
51
）Ibid ., sig.M

3v.

（
52
）Ibid ., sig.M

3v.

（
53
）Ibid ., sig.M

3v.

（
54
）Ibid ., sig.N

1r.

（
55
）Ibid ., sig.N

1r.

（
56
）Ibid ., sig.N

1r.

（
57
）Ibid ., sig.P3r-P3v.

（
58
）Ibid ., sig.P4r.

（
59
）Ibid ., sig.P4v.

（
60
）Ibid ., sig.P4v.

（
61
）Ibid ., sig.Q

1r.

（
62
）Ibid ., sigs.Q

1v-Q
2r.

（
63
）Ibid ., sigs.Q

2r, R1v.

（
64
）Ibid ., sig.Q

1v.（
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
）
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The Marprelate Tracts and a Controversy over the Episcopacy 
in Late Sixteenth Century England

YAMANE, Akihiro 

In his essay ‘The Monarchical Republic of Queen Elizabeth I’, Pat-
rick Collinson argued that it makes sense to view Elizabethan England 
not as a pure monarchy but as a monarchy tempered with republican 
elements. On the other hand, Peter Lake emphasized limits on the 
‘monarchical republic’ as a factor in the period and suggested that pre-
vious scholars have overestimated it. Whereas Lake shared a vision of 
the ‘monarchical republic’ earlier in the reign, he insisted that by the 
1590s, anti-Puritanism (which emerged in reaction against Puritanism, 
or Presbyterianism) got a foothold in England and disrupted the smooth 
internal workings of the ‘monarchical republic’. According to Lake, this 
establishment of the anti-Puritan ideology means ‘a swing to the right’ 
and authoritarian attitudes were shaping policy in both church and 
state in late Elizabethan England. In this way, Lake read the history 
of late sixteenth century England as a conflict between Puritanism and 
anti-Puritanism.

This article casts a spotlight on the ‘Marprelate Controversy’, espe-
cially about the episcopacy of Anglican Church. The ‘Marprelate Contro-
versy’ was a war of pamphlets waged in England and Wales in 1588 and 
1589, between a puritan writer who employed the pseudonym ‘Martin 
Marprelate’, and defenders of the Church of England which remained 
an established church. As this article shows, Puritan and anti-Puritan 
of the time had a concept of the separation of church and state in com-
mon. Thus Lake’s binomial explanation is right in part, but not omnipo-
tent.


